
「安心カード」実施の基本 
 
 
◎ 「安心カード」は、本人の個人情報です。 
  本人が必要と考えて保管するものです。強制になってはいけま

せん 
 
◎ 「安心」カードを実施したい時は、まず行政に相談。行政が実

行不可能な場合は、地域団体で計画実施する。 
 
◎ 地域の消防署・市町村の関係部署に、「安心カード」実施計画を 

伝える。 
(救急隊・他に「安心カード」の内容を周知徹底してもらう) 
 

◎ 必ず冷蔵庫の扉に、「安心カード」保管の共通目印シールを貼る。 
  (冷蔵庫に共通目印シールがないと保管していることが分かりま
せん) 
 
◎ 安心カード容器の形態は、筒状がよい。 
  (平らな形態は、冷蔵庫の中から見つけにくい) 
 
◎ 安心カード用紙に記入した内容は、必ず年に一度見直す。又、

記入内容が変わった時は、直ちに書き直す。 
 
以上が大事な基本です。尚、カードの内容は、救急時に最低限

必要な情報内容です。地域でデザイン・レイアウト・他は、ご自

由にお考え下さい。 
朝里地区で使用している容器・シールは、100 円ショップで購

入しました。参考まで。 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
   


